
魚沼市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和4年3月24日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び市区町村子ど

も家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇

用均等・児童家庭局長通知。以下｢国の設置運営要綱｣という。)に基づき、児童及び妊産

婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整

その他の必要な支援を行うため、魚沼市子ども家庭総合支援拠点(以下｢支援拠点｣とい

う。)を設置することに関し、その運営等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 支援拠点の実施主体は、魚沼市教育委員会(以下｢教育委員会｣という。)とし、その

機能を魚沼市子育て支援センターに置く。

(支援の対象者)

第3条 支援拠点における支援の対象者は、本市に住所を有する全ての子ども及びその家庭

並びに妊産婦等とする。

(業務の内容)

第4条 支援拠点の業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童(保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童をいう。)及

び要保護児童等(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認

められる児童をいう。)並びに特定妊婦等(出産後の養育について出産前において支援

を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。)への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整業務

(4) その他の必要な支援業務

(職員の配置)

第5条 支援拠点には、前条に掲げる業務を行うため、国の設置運営要綱に定める子ども家

庭支援員のほか、必要な職員を配置する。

2 責任管理者は、教育委員会事務局子ども課長を充てる。

(関係機関との連携)

第6条 支援拠点と魚沼市子育て世代包括支援センターは、関係機関と適切な情報共有及び

役割分担を図り、連携するものとする。

(守秘義務)

第7条 支援拠点の職員が事業を行うに当たって知り得た情報については、当該事業遂行以

外に用いてはならない。

(その他)

子ども家庭総合支援拠点の開設について



第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。





子ども家庭総合支援拠点への情報提供のお願いについて

　年々増加する児童虐待と、新聞等で報道がされているような死亡事件等の社会問題化が背景に
ある中、厚生労働省が令和４年度末までに、１８歳までのすべての子どもとその家庭（妊産婦を
含む）を対象とした相談窓口等の機能を持つ、子ども家庭総合支援拠点を各市区町村に設置につ
いて努めることとされました。これを受け、令和４年４月に、魚沼市子ども家庭総合支援拠点を
子育て支援センター内に開設しました。
　子ども家庭総合支援拠点では、虐待に関わらず、子どもとその家庭等について、すべての相談
を受け付けることとしており、特に各機関が連携しての対応が必要な事案については、その調整
役を担うこととしています。
　つきましては、日頃の訪問、相談、窓口対応等の関わりの中で通常の養育環境に比べ違和感が
あるなどの心配な事案がありましたら、子ども家庭総合支援拠点（子育て支援センター）まで情
報提供いただきますようよろしくお願いします。

子ども家庭総合支援拠点の対応概略図

主訴：〇近所で子どもの泣き声がする　〇大人の怒鳴り声が頻繁に聞こえる　
〇登園・登校を渋る　〇子育てがつらい　〇育児に悩んでいる　

　〇虐待の心配がある　〇子どもの発達が心配　等々
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